
直投命令：別紙様式第十一
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別紙様式第十一 根拠法規：対内直接投資等に関する命令

株式・持分の取得等に関する報告書

殿

（日本銀行経由）

株式又は持分の取得等 (1.株式（一任運用を含む） 2.持分)

報告者の国籍

報告者の職業又は営んでいる事業の内容

報告者の資本金

報告者となる法的根拠

 1.非居住者個人  2.外国法人等
 3.1及び2が直接、間接に議決権の50％以上を保有している会社
 4.1が役員の過半数を占める本邦法人等
 5.1～4のために取得するもの又は一任運用をするもの

責任者氏名

担当者の氏名

電話番号

名称

本店の所在地

定款上の事業目的

金額（円）

数量（株、口）

金額（円）

数量（株、口）

取得前又は一任運用前
の外資比率（％）

取得後又は一任運用後
の外資比率（％）

上場、非上場等の区分

 1.上場銘柄  2.店頭売買銘柄  3.その他

取得又は一任運用の態様

数量（株、口）

取得価額又は一任運用
価額（円）

一株（口）当たり（円）

取得前又は一任運用前
の出資比率（％）

取得後又は一任運用後
の出資比率（％）

数量（株）

出資比率（％）

氏名又は名称

住所又は主たる事務所の所在地

譲渡数量

支払年月日

その他の事項

外資比率

数量、取得・一任運用価額等

発
行
会
社

資本金（払込資本）

取得前、一任運用前
又は設立時

取得後又は一任運用
後

相
手
方

報告時に報告者と特別の関係にあるものが所有
又は一任運用をする同一発行会社の株式の数量
等

取
得
又
は
一
任
運
用
を
し
た

株
式
（

持
分
）

見本 これは様式の見本です。

実際の電子報告には使用できません。

シート名：株式・持分の取得等に関する報告書



直投命令：別紙様式第十一

（記入要領）

１ 本報告書は、株式若しくは持分の取得又は株式への一任運用の別に記入すること。この場合において、「株式又は持分の取得等」欄には、該当する番号のみを記

入すること。

２ 「責任者氏名」欄には、報告の提出について授権された者の氏名を記入すること。

３ 「報告者となる法的根拠」が「3．1及び2が直接、間接に議決権の50％以上保有している会社」に該当する場合、「1．非居住者個人」及び「２．外国法人等」の

1)氏名又は名称、2)住所又は主たる事務所の所在地、3)職業又は営んでいる事業の内容を「その他の事項」欄に記入すること。

４ 「発行会社」欄中「外資比率」欄には、居住者である外国投資家及び非居住者の合計出資比率を記入すること。

５ 「取得又は一任運用をした株式（持分）」欄中「取得又は一任運用の態様」欄には、「設立新株の取得」、「増資新株の取得」、「旧株の譲受による取得」、

「設立新株への一任運用」、「増資新株への一任運用」、「旧株の譲受による一任運用」等と記入すること。

６ 「報告時に報告者と特別の関係にあるものが所有又は一任運用をする同一発行会社の株式の数量等」欄については、発行会社が上場会社等（外国為替及び外国貿

易法第26条第２項第１号に規定する上場会社等をいう。）である場合において記入すること。

この場合において、報告者が発行会社の株式を所有しているときにあつては、報告者と特別の関係にあるもの（報告者を対内直接投資に関する政令第２条第４項

の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体（外国為替及び外国貿易法第26条第１項第２号

から第４号までに掲げるものに限る。）をいう。以下この記入要領において同じ。）が所有する同一発行会社の株式数量及び当該株式数量の当該発行会社の発行

済株式の総数に占める割合を記入し、報告者が発行会社の株式への一任運用をしているときにあつては、報告者と特別の関係にあるものがする株式への一任運用

（対内直接投資等に関する政令第２条第９項第３号イに掲げる要件を満たすものに限る。）の対象とされる同一発行会社の株式数量及び当該株式数量の当該発行

会社の発行済株式の総数に占める割合を記入すること。

７ 「相手方」欄は、報告者が相対による方法により取得又は一任運用をした場合において記入すること。この場合において、一任運用の相手方とは、一任運用をし

た際のその取引の相手方をいう。

８ 上記様式に記入することができない場合は、別途日本銀行が指定するアプリケーションソフトにより作成したファイルを添付して差し支えない。

見本

シート名：記入要領


